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区
） 

 
 

 
 

 
 

 

島 
 

 

村 
 

 

高 
 

 

彦 
 

 

君 

 
 

 
 

 
 

十
七
番 

（
板

橋

区
） 

田 
 

 

中 
 

 

し
ゅ
ん
す
け 

君 

 
 

 
 

 
 

十
八
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
練

馬

区
） 

 
 

 
 

 
 

 
上 

 
 

野 
 

 

ひ

ろ

み 
 

 

君 
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十
九
番 

（
墨

田

区
） 

佐 
 

 

藤 
 

 
 

 
 

 

篤 

君 

 
 

 
 

 
 

二
十
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
江

東

区
） 

 
 

 
 

 
 

 

釼 
 

 

先 
 

 

美 
 

 

彦 
 

 

君 

 
 

 
 

 
二
十
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
足

立

区
） 

 
 

 
 

 
 

 

た 
 

 

だ 
 

 

太 
 

 

郎 
 

 

君 

 
 

 
 

 
二
十
二
番 

（
葛

飾

区
） 

伊 
 

 

藤 
 

 

よ

し

の

り 

君 

 
 

 
 

 

二
十
三
番 

（
江

戸

川

区
） 

島 
 

 

村 
 

 

和 
 

 

成 

君 

四 

欠
席
議
員
（
二
名
） 

 
 

 
 

 
 

 

八
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
荒

川

区
） 

 
 

 
 

 
 

 

斎 
 

 

藤 
 

 

泰 
 

 

紀 
 

 

君 

 
 

 
 

 
 

十
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
大

田

区
） 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 
 

 

木 
 

 

隆 
 

 

之 
 

 

君 

五 

出

席

説

明

員 

 
 

 

副

管

理

者 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

柳 

津 
 

 
 

 
 

 

明 
 

 

君 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
（
事
業
担
当
部
長
兼
務
） 

桑 
 

 

野 

俊 
 

 

郎 

君 

 
 

 

経

営

企

画

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粕 
 

 

谷 
 

 

招 
 

 

世 
 

 

君 

 
 

 

総

務

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岸 
 

 
 

 
 

 

幸 
 

 

弘 
 

 

君 

 
 

 

参
事
（
お
客
様
事
業
課
長
事
務
取
扱
） 

笹 
 

 

岡 
 

 

賢 
 

 

治 
 

 

君 

 
 

 

経
営
企
画
室
長
（
場
外
経
営
担
当
課
長
兼
務
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤 
 

 

瀬 
 

 

貴 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

広

報

課

長 

山 
 

 

田 
 

 

健

一

郎 
 

 

君 

 
 

 

シ

ス

テ

ム

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 
 

 

島 
 

 

浩 
 

 

司 
 

 

君 

 
 

 

経

理

課

長 

朝 
 

 

生 
 

 

崇 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

競
争
課
長
（
副
参
事
（
馬
主
担
当
）
兼
務
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

木 
 

 

村 
 

 

洋 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

副

参

事

（

公

正

担

当

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笹 
 

 

本 
 

 

美 
 

 

穂 
 

 

君 

 
 

 

厩

舎

担

当

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 
 

 

山 
 

 

昭 
 

 

二 
 

 

君 
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施
設
再
整
備
担
当
課
長
（
小
林
牧
場
長
兼
務
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 
 

 

嶋 
 

 

将 
 

 

彦 
 

 

君 

 
 

 
監

査

委

員

事

務

局

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 
 

 

澤 
 

 

裕 
 

 

司 
 

 

君 

六 

出
席
議
会
事
務
局
職
員 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

市

川 
 

 

保

夫 
 

 

君 

 
 

 

議

事

担

当

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

秋

山 
 

 

兵

吾 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

木

内 
 

 

昌

彦 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

小

泉 
 

 

友 

巳 

子 
 

 

君 

七 

議
事
日
程 

 
 

 

日

程

第

一 
 

 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

二 
 

 

議
長
選
挙 

 
 

 

日

程

第

三 
 

 

常
任
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

四 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
選
挙 

 
 

 

日

程

第

五 
 

 

議
員
の
派
遣
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
一 

 
 

副
議
長
辞
職
許
可
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

副
議
長
選
挙 

 
 

 

追
加
日
程
第
三 
 

 

議
案
第 

九 

号 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第 

十 

号 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
五 

 
 

議
案
第
十
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
十
三
号 

調
停
の
成
立
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
八 

 
 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
の
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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追
加
日
程
第
九 

 
 

議
案
第
十
三
号 

調
停
の
成
立
に
つ
い
て 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

開

会
（
午
後
三
時
〇
〇
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

地
方
自
治
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
暫
時
、
副
議
長
が
議
長
の
職
務
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
か
ら
、
令
和
七
年
第
二
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
前
定
例
会
か
ら
今
定
例
会
ま
で
の
間
に
議
員
の
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
名
簿
を
配
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
異
動
議
員
の
議
席
は
、

会
議
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
手
元
に
配
付
の
議
席
表
の
と
お
り
指
定
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
会
議
録
署
名
議
員
を
ご
指
名
い
た
し
ま
す
。
会
議
規
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
十
七
番
、
田
中
し
ゅ
ん
す
け
議
員
、
十
八
番
、

上
野
ひ
ろ
み
議
員
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
諸
般
の
報
告
に
つ
い
て
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一
、
令
和
七
年
第
二
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
の
招
集
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

二
、
議
事
説
明
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

以
上
、
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
文
書
の
写
し
を
配
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
内
容
の
朗
読
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
本
日
ご
出
席
い
た
だ
い
て
い
る
議
員
は
二
十
一
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

次
に
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
が
監
査
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
議
会
事
務
局
長
よ
り

報
告
い
た
し
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
、
令
和
七
年
二
月
分
か
ら
四
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
の
写
し
を
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
写
し

の
配
付
を
も
っ
て
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

小
柳
津
副
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

現
在
、
管
理
者
が
不
在
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
管
理
者
に
代
わ
り
ま
し
て
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
令
和
七
年
第
二
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
招
集
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ご
出
席
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
た
だ
い
ま
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
管
理
者
は
不
在
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
特
別
区
競
馬
組
合
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
管
理
者
選
挙
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

そ
の
ほ
か
五
件
の
議
案
を
提
案
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
人
事
案
件
三
件
、
条
例
案
件
一
件
、
調
停
案
件
一
件
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

何
と
ぞ
慎
重
な
ご
審
議
を
賜
り
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

副
管
理
者
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 

 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

会
期
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

今
定
例
会
の
会
期
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
日
六
月
十
八
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
と
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 
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○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
の
会
期
は
本
日
六
月
十
八
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
日
程
第
二
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
二 

 
 

議
長
選
挙 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 
特
別
区
競
馬
組
合
規
約
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
長
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

選
挙
の
方
法
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
名
推
選
に
よ
り
行
い
、
指
名
は
副
議
長
が
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

ご
異
議
な
き
も
の
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
り
行
い
、
指
名
は
副
議
長
が
行
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
長
に
江
東
区
の
釼
先
美
彦
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 

ご
異
議
な
き
も
の
と
認
め
、
よ
っ
て
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
議
長
に
釼
先
美
彦
議
員
が
当
選
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
議
長
に
当
選
を
さ
れ
ま
し
た
釼
先
美
彦
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら
、
会
議
規
則
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
告
知
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
釼
先
議
長
と
交
代
を
い
た
し
ま
す
。
釼
先
議
長
に
は
自
席
の
移
動
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ご
挨
拶
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
釼
先
美
彦
議
長
、
議
長
席
へ
移
動
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

た
だ
い
ま
議
長
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
江
東
区
の
釼
先
で
ご
ざ
い
ま
す
。
議
員
の
皆
様
に
は
、
そ
し
て
理
事
者
の
皆
様
に
は
、
ご
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協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
、
円
滑
な
議
事
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
会
議
を
進
行
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
こ
こ
で
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
後
三
時
六
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
三
時
七
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

追
加
議
事
日
程
を
お
配
り
し
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
、
鈴
木
副
議
長
か
ら
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
配
り
し
た
追
加
議
事
日
程
第
一
号
の
と
お
り
、
副
議
長
辞
任
許
可
に
つ
い
て
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
直
ち
に
議
題
と
い
た
し
た
い
と
存

じ
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
副
議
長
辞
任
許
可
に
つ
い
て
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
直
ち
に
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
一 

 
 

副
議
長
辞
職
許
可
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

鈴
木
た
か
や
副
議
長
の
辞
任
を
許
可
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 
ご
異
議
な
し
と
認
め
、
鈴
木
た
か
や
副
議
長
の
辞
任
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
鈴
木
た
か
や
前
副
議
長
よ
り
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
す
。 

○
前
副
議
長
（
鈴
木
た
か
や
君
） 
着
座
に
て
失
礼
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

副
議
長
と
し
て
、
私
の
と
き
は
江
戸
川
区
の
藤
澤
議
長
で
し
た
け
れ
ど
も
、
議
長
を
支
え
議
会
活
動
を
行
う
中
で
様
々
な
貴
重
な
経
験
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
区
の
議
長
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
た
理
事
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
一
年
間
、
公
私
に
わ
た
り
大

変
に
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
一
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
大
井
競
馬
場
の
開
催
成
績
は
年
間
の
総
売
上
げ
が
二
年
連
続
で
二
千
億
円
を
超
え
る
な
ど
好
調
で
あ
り
、
大

変
喜
ば
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
一
つ
に
コ
ロ
ナ
を
越
え
た
後
に
デ
ジ
タ
ル
化
が
す
ご
く
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
や
は
り
ア
ク
セ
ス
し

や
す
く
な
っ
た
こ
と
が
要
因
な
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
こ
の
組
合
議
会
に
お
い
て
も
、
北
海
道
の
馬
産
地
等
の
調
査
や
清
掃
一
部
事
務
組
合
と
の
合
同
視
察
な
ど
で
能
登
、
金
沢
競
馬
場
視
察

を
実
施
し
、
活
発
な
議
会
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
二
十
三
区
の
議
長
の
皆
様
と
親
睦
を
深
め
ら
れ
た
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
い
た
だ
け

た
こ
と
が
、
私
に
と
り
ま
し
て
も
何
よ
り
の
今
後
の
議
会
活
動
に
お
い
て
も
議
員
人
生
に
お
い
て
も
宝
物
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま

す
。
特
別
競
馬
組
合
や
組
合
議
会
の
さ
ら
な
る
発
展
と
各
区
の
議
長
の
皆
様
の
ご
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

そ
し
て
、
こ
れ
ま
た
余
計
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
し
残
念
だ
っ
た
の
は
、
ほ
か
に
何
か
報
告
と
か
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
議
会
の
中
で
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最
後
に
こ
う
言
わ
れ
た
と
き
に
あ
ま
り
意
見
が
な
い
の
で
す
ね
。
せ
っ
か
く
二
十
三
区
で
情
報
共
有
す
る
場
で
す
か
ら
、
今
、
自
分
た
ち
が
感
じ

て
い
る
こ
と
と
か
、
課
題
を
も
っ
と
も
っ
と
議
論
で
き
る
場
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
以
上
申
し
上
げ
て
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
当
に
一
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

鈴
木
前
副
議
長
、
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
挨
拶
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
議
事
日
程
を
お
配
り
し
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

こ
こ
で
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
第
二
の
と
お
り
、
副
議
長
選
挙
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
直
ち
に
議
題
と
い
た
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
副
議
長
選
挙
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
日
程
第
二
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
二 

 
 

副
議
長
選
挙 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
規
程
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
副
議
長
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

選
挙
の
方
法
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
名
推
選
に
よ
り
行
い
、
指
名
は
議
長
が
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
り
、
指
名
は
議
長
が
行
う
こ
と
に
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
副
議
長
に
板
橋
区
の
田
中
し
ゅ
ん
す
け
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
副
議
長
に
田
中
し
ゅ
ん
す
け
議
員
が
当
選
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
田
中
し
ゅ
ん
す
け
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら
、
会
議
規
程
第
三
十
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
告
知
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

田
中
副
議
長
に
ご
挨
拶
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
副
議
長
（
田
中
し
ゅ
ん
す
け
君
） 
着
座
に
て
失
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
副
議
長
に
選
出
を
い
た
だ
き
ま
し
た
板
橋
区
の
田
中
し
ゅ
ん
す
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
釼
先
議
長
を
補
佐
し
、
議
員
の
皆
様
、
そ
し
て

理
事
者
の
皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
円
滑
な
議
事
運
営
に
尽
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
三
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
三 

 
 

常
任
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

常
任
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
委
員
会
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お

り
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
常
任
委
員
は
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
運
営
委
員
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所
管
事
項
で
あ
る
議
会
の
運
営
、
連
絡
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
、
委
員
の
任
期

中
は
閉
会
中
も
継
続
し
て
調
査
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
運
営
委
員
会
の
所
管
事
項
で
あ
る
議
会
の
運
営
、
連
絡
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
委
員
の
任
期
中
は
閉
会
中
の
継
続
審
査
に
付

す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

次
に
、
日
程
第
四
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
四 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者
選
挙 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
程
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
指
名
推
選
の
方
法
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
指
名
推
選
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

指
名
は
議
長
が
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 
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○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
、
よ
っ
て
指
名
は
議
長
が
行
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

そ
れ
で
は
、
私
か
ら
、
特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者
に
台
東
区
長
、
服
部
征
夫
さ
ん
を
指
名
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者
に
服
部
征
夫
さ
ん
が
当
選
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
服
部
征
夫
台
東
区
長
は
、
本
日
、
公
務
に
よ
り
ご
欠
席
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
程
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
選
告
知
の
た
め
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
後
三
時
十
六
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
三
時
十
七
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

管
理
者
選
挙
結
果
の
告
知
に
つ
い
て
は
、
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
に
お
け
る
管
理
者
選
挙
の
結
果
を
服
部
征
夫
台
東
区
長
に
お
伝
え
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
服
部

区
長
か
ら
、
「
管
理
者
に
ご
選
任
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
議
会
の
皆
様
方
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
競
馬
組
合

管
理
者
と
し
て
大
井
競
馬
の
さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

た
だ
い
ま
管
理
者
か
ら
、
「
議
案
第
九
号
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
」
ほ
か
四
件
の
議
案
の
送
付

に
つ
い
て
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
文
書
の
写
し
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
。 
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こ
の
際
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
第
三
の
と
お
り
、
議
案
第
九
号
ほ
か
四
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
日
程
の
順
序
を
変
更
し

直
ち
に
議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
九
号
ほ
か
四
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
日
程
の
順
序
を
変
更
し
て
直
ち
に
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
日
程
第
三
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
九
号 
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

本
案
に
つ
い
て
議
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
九
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
う
ち
、
区
長
か
ら
選
任
さ
れ
た
副
管
理
者
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

副
管
理
者
に
は
、
鈴
木
晶
雅
大
田
区
長
を
選
任
い
た
し
た
く
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
九
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 
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こ
れ
よ
り
、
本
案
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
九
号
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
た
だ
い
ま
副
管
理
者
の
選
任
に
同
意
さ
れ
ま
し
た
鈴
木
大
田
区
長
は
、
本
日
、
公
務
の
た
め
お
見
え
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
四
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
号 
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
も
、
さ
き
の
議
案
と
同
様
、
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
う
ち
、
区
長
か
ら
選
任
さ
れ
た
副
管
理
者
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
特
別
区
競
馬
組
合
規
約
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

副
管
理
者
に
は
、
青
木
克
德
葛
飾
区
長
を
選
任
い
た
し
た
く
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 
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こ
れ
よ
り
、
本
案
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
号
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
号
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
た
だ
い
ま
副
管
理
者
の
選
任
に
同
意
さ
れ
ま
し
た
青
木
葛
飾
区
長
は
、
本
日
、
公
務
の
た
め
お
見
え
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
五
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
五 

 
 

議
案
第
十
一
号 
特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
、
除
斥
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
十
一
番
、
た
だ
太
郎
議
員
の
退
場
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
た
だ
太
郎
議
員
除
斥
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
一
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
五
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
う
ち
、
議
会
議
員
か
ら
選
任
さ
れ
た
監
査
委
員
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

監
査
委
員
に
は
、
た
だ
太
郎
足
立
区
議
会
議
長
を
選
任
い
た
し
た
く
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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議
案
第
十
一
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
こ
れ
よ
り
、
本
案
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
案
第
十
一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
一
号
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
議
員
の
除
斥
を
解
除
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
た
だ
太
郎
議
員
入
場
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
に
同
意
さ
れ
ま
し
た
、
た
だ
議
員
に
ご
挨
拶
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
監
査
委
員
（
た
だ
太
郎
君
） 

た
だ
い
ま
特
別
区
競
馬
組
合
の
監
査
委
員
に
選
任
に
同
意
い
た
だ
き
ま
し
た
、
足
立
区
議
会
議
員
の
た
だ
太
郎
で
ご
ざ
い

ま
す
。
自
ら
の
職
務
を
確
実
に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
六
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
六 
 

 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
二
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
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す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
本
案
は
、
特
別
区
に
お
け
る
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
額
の
水
準
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
の
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
月
額
の
改
定

を
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
八
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
代
表
監
査
委
員
の
報
酬
月
額
を
三
十
一
万
三
千
円
に
、
議
員
選
出
監
査
委
員
の
報
酬
月
額
を
五
千
百
円
に
そ
れ
ぞ

れ
改
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
本
条
例
の
附
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

附
則
第
一
項
で
、
本
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
旨
定
め
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
項
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
、
改
正
前
の
条
例
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
報
酬
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る

報
酬
の
内
払
い
と
み
な
す
旨
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
二
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
七
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
十
三
号 

調
停
の
成
立
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
三
号
、
調
停
の
成
立
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
恐
れ
入
り
ま
す
。
議
案
書
の
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
令
和
六
年
八
月
十
九
日
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
東
京
簡
易
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
本
組
合
と
相
手
方
と
の
損
害
賠
償
請
求
調
停
事

件
に
関
し
、
調
停
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
事
件
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に

基
づ
き
本
案
を
提
出
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

調
停
の
成
立
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一
、
相
手
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
東
京
都
大
田
区
大
森
北
一
丁
目
六
番
八
号
、
東
京
都
競
馬
株
式
会
社
、
代
表
取
締
役
社
長
、
多
羅
尾
光
睦
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

二
、
調
停
条
項
案
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
（
一
）
相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
本
件
事
故
の
損
害
賠
償
債
務
と
し
て
、
金
一
億
三
千
七
十

五
万
六
千
百
三
十
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
（
二
）
相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
前
項
の
金
員
を
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
に
限
り
、
申
立
人
指
定
の
口
座
に
振
り
込
む
方
法

に
よ
り
支
払
う
。
な
お
、
振
込
手
数
料
は
相
手
方
の
負
担
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
（
三
）
申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
申
立
人
と
相
手
方
と
の
間
に
は
、
本
件
に
関
し
、
本
調
停
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
に
何
ら
の
債

権
債
務
が
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

最
後
に
、
（
四
）
調
停
費
用
は
各
自
の
負
担
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
三
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
五
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 
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〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
五 

 
 

議
員
の
派
遣
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
文
書
の
と
お
り
、
競
馬
施
設
等
調
査
に

議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
会
議
時
間
を
延
長
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
各
常
任
委
員
会
は
、
正
副
委
員
長
の
互
選
及
び
付
託
議
案
の
委
員
会
審
査
の
た
め
、
会
議
を
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
後
三
時
二
十
九
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
三
時
四
十 

分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

休
憩
中
、
総
務
・
事
業
委
員
会
、
財
務
委
員
会
及
び
運
営
委
員
会
に
お
い
て
正
副
委
員
長
の
互
選
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
議
会

事
務
局
長
よ
り
報
告
さ
せ
ま
す
。 
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○
議
会
事
務
局
長
（
市
川
保
夫
君
） 

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

総
務
・
事
業
委
員
長
、
一
番
、
秋
谷
こ
う
き
議
員
、
副
委
員
長
、
十
六
番
、
島
村
高
彦
議
員
。 

 
 

 
 

 
財
務
委
員
長
、
七
番
、
青
木
博
子
議
員
、
副
委
員
長
、
十
九
番
、
佐
藤
篤
議
員
。 

 
 

 
 

 
運
営
委
員
長
、
二
十
三
番
、
島
村
和
成
議
員
、
副
委
員
長
、
十
三
番
、
一
柳
直
宏
議
員
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
参
考
に
名
簿
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 
各
委
員
会
で
選
任
さ
れ
ま
し
た
正
副
委
員
長
の
皆
様
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
総
務
・
事
業
委
員
長
か
ら
委
員
会
の
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
報
告
書
の
写
し
を
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
写

し
の
配
付
を
も
っ
て
ご
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
第
四
の
と
お
り
、
議
案
第
十
二
号
ほ
か
一
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
い
た
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
二
号
ほ
か
一
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
日
程
第
八
及
び
追
加
日
程
第
九
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
市
川
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
八 

 
 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

追
加
日
程
第
九 

 
 

議
案
第
十
三
号 

調
停
の
成
立
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

こ
れ
ら
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
・
事
業
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

秋
谷
総
務
・
事
業
委
員
長
。 

○
総
務
・
事
業
委
員
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
二
号
及
び
議
案
第
十
三
号
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ

き
ま
し
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
審
査
に
入
り
ま
し
た
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
特
に
質
疑
、
意
見
等

は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
は
議
案
第
十
二
号
及
び
議
案
第
十
三
号
に
つ
い
て
、
全
員
多
数
に
よ
り
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
を
も
っ
て
総
務
・
事
業
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
て
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

総
務
・
事
業
委
員
会
の
審
査
の
結
果
は
い
ず
れ
も
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
議
案
第
十
二
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
二
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
三
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
議
案
第
十
三
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
で
、
今
定
例
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
会
議
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
は
本
日
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

小
柳
津
副
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

本
日
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
慎
重
な
る
ご
審
議
を
い
た
だ
き
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
し
て
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

今
後
の
事
業
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
ご
選
任
い
た
だ
き
ま
し
た
服
部
管
理
者
の
下
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て
競
馬
事
業
の
発
展
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
長
は
じ
め
皆
様
方
の
な
お
一
層
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
釼
先
美
彦
君
） 

副
管
理
者
の
挨
拶
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
七
年
第
二
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
閉
会
と
い
た
し
ま
す
。
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

閉

会
（
午
後
三
時
四
十
一
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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会

議

録

署

名

議

員 

  

副 

議 

長 
 

 

鈴

木

た

か

や 

   

議 
 

 

長 
 

 

釼

先

美

彦 

   

議 
 

 

員 
 

 

田

中

し

ゅ

ん

す

け 

   

議 
 

 

員 
 

 
上

野

ひ

ろ

み 
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資 
 

料 
 

の 
 

部 

      



 



令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会 議事日程 

               令和７年６月１８日(水) 午後３時開議 

 

日程第１ 会期の決定について 

 

日程第２ 議長選挙 

 

日程第３ 常任委員の選任について 

 

日程第４ 特別区競馬組合管理者選挙 

 

日程第５ 議員の派遣について 

 

 

 

 

千代田 区 秋 谷 こ う き 議 員 R7.5.23 就任

中 央 区 原 田 賢 一 議 員 R7.5.30 就任

新 宿 区 渡 辺 清 人 議 員 R7.5.23 就任

台 東 区 石 川 義 弘 議 員 R7.5.19 就任

北 区 青 木 博 子 議 員 R7.5.22 就任

荒 川 区 斎 藤 泰 紀 議 員 R7.5.29 就任

目 黒 区 鈴 木 ま さ し 議 員 R7.5.27 就任

大 田 区 鈴 木 隆 之 議 員 R7.5.27 就任

世田谷 区 石 川 ナ オ ミ 議 員 R7.5.19 就任

渋 谷 区 一 柳 直 宏 議 員 R7.5.22 就任

中 野 区 森 た か ゆ き 議 員 R7.5.26 就任

杉 並 区 木 梨 もり よし 議 員 R7.5.22 就任

豊 島 区 島 村 高 彦 議 員 R7.5.28 就任

板 橋 区 田中 しゅんすけ 議 員 R7.5.23 就任

練 馬 区 上 野 ひ ろ み 議 員 R7.6.9 就任

墨 田 区 佐 藤 篤 議 員 R7.5.29 就任

江 東 区 剱 先 美 彦 議 員 R7.5.23 就任

江戸川 区 島 村 和 成 議 員 R7.5.26 就任

特別区競馬組合議会議員　異動者名簿

（令和７年６月１８日現在）
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1 番 千代田 区 秋 谷 こ う き 議 員

2 番 中 央 区 原 田 賢 一 議 員

4 番 新 宿 区 渡 辺 清 人 議 員

6 番 台 東 区 石 川 義 弘 議 員

7 番 北 区 青 木 博 子 議 員

8 番 荒 川 区 斎 藤 泰 紀 議 員

10 番 目 黒 区 鈴 木 ま さ し 議 員

11 番 大 田 区 鈴 木 隆 之 議 員

12 番 世田谷 区 石 川 ナ オ ミ 議 員

13 番 渋 谷 区 一 柳 直 宏 議 員

14 番 中 野 区 森 た か ゆ き 議 員

15 番 杉 並 区 木 梨 も り よ し 議 員

16 番 豊 島 区 島 村 高 彦 議 員

17 番 板 橋 区 田中 しゅんすけ 議 員

18 番 練 馬 区 上 野 ひ ろ み 議 員

19 番 墨 田 区 佐 藤 篤 議 員

20 番 江 東 区 剱 先 美 彦 議 員

23 番 江戸川 区 島 村 和 成 議 員

特別区競馬組合議会　異動議員議席表

７特競総第 229 号 

令和７年６月 11 日 

特別区競馬組合議会  

副議長 鈴 木 た か や 殿  

特別区競馬組合  

管理者 近 藤 弥 生  

令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会の  

招集について  

このことについて、本日、別紙写しのとおり告示したのでお知らせいたします。  

記  

１ 期  日  

令和７年６月１８日（水）  

２ 場  所  

東京区政会館 １９階 １９１会議室  

以 上  

㊢
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特

別

区

競

馬

組

合

告

示

第

三

十

三

号

令

和

七

年

第

二

回

特

別

区

競

馬

組

合

議

会

定

例

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

令

和

七

年

六

月

十

一

日

特

別

区

競

馬

組

合

管

理

者

近

藤

弥

生

一

期

日

令

和

七

年

六

月

十

八

日

（

水

）

二

場

所

東

京

区

政

会

館

十

九

階

一

九

一

会

議

室

㊢ ７特競総第 317 号 

令和７年６月 11 日 

特別区競馬組合議会  

副議長 鈴 木 た か や 殿  

特別区競馬組合  

管理者 近 藤 弥 生  

令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会に  

出席する議事説明員について  

 ７特競議第５３号により要求のあった、標記の件について、下記のとおり通知い

たします。  

記  

１ 組合役員  

副 管 理 者 小 柳 津 明  

２ 職  員  

競 馬 事 務 局 長 桑 野  俊 郎  

（事業担当部長兼務） 

経 営 企 画 担 当 部 長 粕 谷  招 世  

総 務 担 当 部 長 岸 幸 弘  

参 事 笹 岡 賢 治  

（お客様事業課長事務取扱） 

経 営 企 画 室 長 赤 瀬 貴 之  

（場外経営担当課長兼務） 

広 報 課 長 山 田 健一郎  

シ ス テ ム 課 長 中 島 浩 司  

総 務 課 長 山 下 玲 子  

経 理 課 長 朝 生 崇 之 

競  走  課  長 木 村 洋 之  

（副参事（馬主担当）兼務） 

副 参 事 笹 本 美 穂  

（ 公 正 担 当 ） 

厩 舎 管 理 課 長 小 山 昭 二  

施設再整備担当課長 中 嶋 将 彦  

（小林牧場長兼務） 

監 査 委 員 事 務 局 長 宮 澤 裕 司  

以  上  

㊢
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６特競監第 182 号 

令和７年３月 28 日 

 

特別区競馬組合議会 

議 長  藤 澤 進 一 様 

 

           特別区競馬組合 

            監  査  委  員   田 辺  裕 子 

            監  査  委  員    大 沢  たかし 

                      （公 印 省 略） 

 

 

令和７年２月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 292 条及び第 235 条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の

結果について、第 235 条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和７年３月 24 日（月） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和７年２月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和７年２月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

 

 

（別紙掲載は省略） 

㊢  

７特競監第 22 号 

令和７年５月２日 

 

特別区競馬組合議会 

議 長  藤 澤 進 一 様 

 

           特別区競馬組合 

            監  査  委  員   田 辺  裕 子 

            監  査  委  員    大 沢  たかし 

                      （公 印 省 略） 

 

 

令和７年３月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 292 条及び第 235 条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の

結果について、第 235 条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和７年４月 25 日（金） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和７年３月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和７年３月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

 

 

（別紙掲載は省略） 

㊢ 
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７特競監第 32 号 

令和７年６月４日 

 

特別区競馬組合議会 

副 議 長  鈴木 たかや 様 

 

           特別区競馬組合 

            監  査  委  員   田 辺  裕 子 

            監査委員職務執行者   大 沢  たかし 

                      （公 印 省 略） 

 

 

令和７年４月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 292 条及び第 235 条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の

結果について、第 235 条の２第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和７年５月 27 日（火） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和７年４月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和７年４月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

 

 

（別紙掲載は省略） 

㊢ 

1 番 秋 谷 こ う き 議 員

5 番 白 石 英 行 議 員

10 番 鈴 木 ま さ し 議 員

11 番 鈴 木 隆 之 議 員

16 番 島 村 高 彦 議 員

18 番 上 野 ひ ろ み 議 員

20 番 剱 先 美 彦 議 員

22 番 伊 藤 よ し の り 議 員

2 番 原 田 賢 一 議 員

4 番 渡 辺 清 人 議 員

6 番 石 川 義 弘 議 員

7 番 青 木 博 子 議 員

9 番 渡 辺 ゆ う い ち 議 員

12 番 石 川 ナ オ ミ 議 員

14 番 森 た か ゆ き 議 員

17 番 田中 しゅんすけ 議 員

19 番 佐 藤 篤 議 員

3 番 鈴 木 た か や 議 員

8 番 斎 藤 泰 紀 議 員

13 番 一 柳 直 宏 議 員

15 番 木 梨 も り よ し 議 員

21 番 た だ 太 郎 議 員

23 番 島 村 和 成 議 員

特別区競馬組合議会 常任委員名簿

　　総務・事業委員 (８名)

　　財務委員 (９名）

　　運営委員 (６名)

令和７年６月１８日現在
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議

員

の

派

遣

に

つ

い

て 

 

地
方
自
治
法
第
百
条
第
十
三
項
及
び
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
会
議
規
則
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
左
記
の
と
お

り
議
員
を
派
遣
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一 

競
馬
施
設
等
調
査 

（
一
） 

派
遣
目
的 

調
教
等
施
設
、
競
馬
施
設
の
調
査
研
究
の
た
め 

（
二
） 

派
遣
場
所 

新
潟
競
馬
場
、
競
走
馬
リ
ハ
ビ
リ
施
設
、
調
教
等
施
設 

（
三
） 

派
遣
期
間 

令
和
七
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で 

（
四
） 

派
遣
議
員 

全
議
員 

 

※ 

そ
の
他
、
変
更
等
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。 

 

  

令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程（第１号） 

令和７年６月１８日(水) 午後３時開議 

 

追加日程第１ 副議長辞職許可について 

 

 

 

 

 

－ 32 －



令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程（第２号） 

令和７年６月１８日(水) 午後３時開議 

 

追加日程第２ 副議長選挙 

令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程（第３号） 

令和７年６月１８日(水) 午後３時開議 

 

追加日程第３ 議案第 ９号 特別区競馬組合副管理者の選任の同意について 

 

追加日程第４ 議案第１０号 特別区競馬組合副管理者の選任の同意について 

 

追加日程第５ 議案第１１号 特別区競馬組合監査委員の選任の同意について 

 

追加日程第６ 議案第１２号 特別区競馬組合非常勤監査委員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

 

追加日程第７ 議案第１３号 調停の成立について 
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７特競総第 349 号 

令和７年６月 18 日 

特別区競馬組合議会  

議長 釼 先  美 彦 殿  

特別区競馬組合  

管理者 服 部  征 夫  

議案の送付について  

このことについて、令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会に付議する案件

を下記のとおり送付いたします。  

記 

１ 人事案件 

 議案第９号 特別区競馬組合副管理者の選任の同意について 

 議案第 10 号 特別区競馬組合副管理者の選任の同意について 

  議案第 11 号 特別区競馬組合監査委員の選任の同意について 

２ 条例案件 

議案第 12 号 特別区競馬組合非常勤監査委員の報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例 

３ 調停案件 

 議案第 13 号 調停の成立について 

以 上 

㊢
令和７年第２回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程（第４号） 

令和７年６月１８日(水) 午後３時開議 

 

追加日程第８ 議案第１２号 特別区競馬組合非常勤監査委員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

 

追加日程第９ 議案第１３号 調停の成立について 
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氏 名 区 名

剱 先 美 彦 江 東

田 中 し ゅ ん す け 板 橋

委 員 長 秋 谷 こ う き 千 代 田

副 委 員 長 島 村 高 彦 豊 島

委 員 白 石 英 行 文 京

委 員 鈴 木 ま さ し 目 黒

委 員 鈴 木 隆 之 大 田

委 員 上 野 ひ ろ み 練 馬

委 員 剱 先 美 彦 江 東

委 員 伊 藤 よ し の り 葛 飾

委 員 長 青 木 博 子 北

副 委 員 長 佐 藤 篤 墨 田

委 員 原 田 賢 一 中 央

委 員 渡 辺 清 人 新 宿

委 員 石 川 義 弘 台 東

委 員 渡 辺 ゆ う い ち 品 川

委 員 石 川 ナ オ ミ 世 田 谷

委 員 森 た か ゆ き 中 野

委 員 田 中 し ゅ ん す け 板 橋

委 員 長 島 村 和 成 江 戸 川

副 委 員 長 一 柳 直 宏 渋 谷

委 員 鈴 木 た か や 港

委 員 斎 藤 泰 紀 荒 川

委 員 木 梨 も り よ し 杉 並

委 員 た だ 太 郎 足 立

財
　
務
　
委
　
員
　
会

運
　
営
　
委
　
員
　
会

令和７年６月１８日現在

特別区競馬組合議会議員名簿　　　　　(敬称略)

役 職

議 長

副 議 長

総
　
務
　
・
　
事
　
業
　
委
　
員
　
会

令和７年６月１８日  

 

 

特別区競馬組合議会 

議長 釼先 美彦  様 

 

特別区競馬組合議会 

総務・事業委員長 秋谷 こうき 

 

 

総務・事業委員会審査報告書  

 

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、

会議規則第７４条の規定により報告します。  

 

 

記 

 

 

 

 

議案番号  件         名  審査結果  

議案第１２号  

特別区競馬組合非常勤監査委員の報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

原案可決  

議案第１３号  調停の成立について 原案可決  

○写  
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議
 

案

 

の

 

部 

      



 



議
案
第
十
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

服 

部 
 

征 

夫 
 

義 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
六
日
東
京
都
知
事
許
可
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
左
記
の
者
を
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
に

選
任
い
た
し
た
い
の
で
、
同
意
を
求
め
る
。 

  
 
 

 
 
 

記 

  

青 
 

木 
 
 

克 
 

德 
 
 

君 

 

（
提
案
理
由
） 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
う
ち
区
長
か
ら
選
任
さ
れ
た
副
管
理
者
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
。 

議
案
第
九
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

服 

部 
 

征 

夫 
 

 
 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
六
日
東
京
都
知
事
許
可
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
左
記
の
者
を
特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
に

選
任
い
た
し
た
い
の
で
、
同
意
を
求
め
る
。 

  
 
 

 
 
 

記 

  

鈴 
 

木 
 
 

晶 
 

雅 
 
 

君 

 

（
提
案
理
由
） 

 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
う
ち
区
長
か
ら
選
任
さ
れ
た
副
管
理
者
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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議
案
第
十
二
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

服 

部 
 

征 

夫 
 

 
 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
七
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
三
〇
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例 

（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に 

関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
報
酬
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
提
案
理
由
） 

特
別
区
に
お
け
る
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
額
の
水
準
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
の
非
常
勤
監
査
委
員
の
報
酬
月
額
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。 

議
案
第
十
一
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

服 

部 
 

征 

夫 
 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

 

特
別
区
競
馬
組
合
規
約
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
六
日
東
京
都
知
事
許
可
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
左
記
の
者
を
特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
に
選
任
い

た
し
た
い
の
で
、
同
意
を
求
め
る
。 

  
 
 

 
 
 

記 

  

た 
 

だ 
 
 

太 
 

郎 
 
 

君 

 

（
提
案
理
由
） 

 

特
別
区
競
馬
組
合
監
査
委
員
の
う
ち
議
会
議
員
か
ら
選
任
さ
れ
た
監
査
委
員
が
欠
員
の
た
め
、
選
任
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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（三） 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
申
立
人
と
相
手
方
と
の
間
に
は
、
本
件
に
関
し
、
本
調
停
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
に
何
ら
の
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を

（一）
相
互
に
確
認
す
る
。 

 

（四） 

調
停
費
用
は
各
自
の
負
担
と
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

令
和
六
年
八
月
十
九
日
議
会
の
議
決
を
経
て
、
東
京
簡
易
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
本
組
合
と
相
手
方
と
の
損
害
賠
償
請
求
調
停
事
件
に
関
し
、
調
停
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
事
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
五
号
）
第
二
条
第
五
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
の
議
決
を
得
る
必
要
が
あ
る
。 

議
案
第
十
三
号 

 
 

 
調
停
の
成
立
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

服 

部 
 

征 

夫 
 
 

 

 

 
 

 

調
停
の
成
立
に
つ
い
て 

 

東
京
簡
易
裁
判
所
令
和
六
年
（
ノ
）
第
五
〇
〇
九
四
号
損
害
賠
償
請
求
調
停
事
件
に
関
し
、
左
記
の
と
お
り
調
停
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

記 

 

一 

相 

手 

方 
 
 

東
京
都
大
田
区
大
森
北
一
丁
目
六
番
八
号 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
競
馬
株
式
会
社 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役
社
長 

多
羅
尾 

光
睦 

二 

調
停
条
項
案 

（一） 

相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
本
件
事
故
（
令
和
五
年
十
二
月
五
日
に
大
井
競
馬
場
に
お
い
て
発
生
し
た
電
気
系
統
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
停
電
等
の
障

（一）
害
に
関
す
る
事
故
）
の
損
害
賠
償
債
務
と
し
て
、
金
一
億
三
千
七
十
五
万
六
千
百
三
十
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。 

（二） 

相
手
方
は
、
申
立
人
に
対
し
、
前
項
の
金
員
を
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
限
り
、
申
立
人
指
定
の
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ
り
支
払
う
。
な
お
、 

振
込
手
数
料
は
相
手
方
の
負
担
と
す
る
。 
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令
和
七
年
第
二
回
特
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